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(57)【要約】
　排気処理フィルター、システム及び方法が記載されて
いる。一つ以上の実施の形態では、粒子フィルターが、
酸化触媒で領域被覆され、そして排気処理システム又は
ＮＯX還元触媒及び任意のＮＨ3破壊触媒を含む方法に使
用される。
【選択図】図９



(2) JP 2010-511829 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＮＯX及び粒子状物質を含む排気流を処理するための排気処理システムであって、
　フィルターを通って流れる排気流中に含まれる粒子状物質を捕捉するための複数の通路
と要素を有する基材、及び
　粒子フィルターより下流側に配置されたＮＯX還元触媒を有し、
　前記基材は、入口端と出口端を有し、前記入口端は、貴金属組成物を、その上に配置し
た状態で有し、前記貴金属組成物は、約３００℃未満の温度で、燃料に火を付け、及びフ
ィルター内に捕捉された粒子状物質を燃焼処理させるために十分な発熱を発生させること
を特徴とする排気処理システム。
【請求項２】
　前記貴金属が、少なくとも２０ｇ／ｆｔ3の積載量で存在し、そして前記フィルターの
軸方向長さの５０％未満の範囲に広がっていることを特徴とする請求項１に記載の排気処
理システム。
【請求項３】
　前記貴金属が、少なくとも３０ｇ／ｆｔ3の積載量で存在し、そして前記フィルターの
軸方向長さの５０％未満の範囲に広がっていることを特徴とする請求項１に記載の排気処
理システム。
【請求項４】
　前記貴金属が、少なくとも４０ｇ／ｆｔ3の積載量で存在し、そして前記フィルターの
軸方向長さの５０％未満の範囲に広がっていることを特徴とする請求項１に記載の排気処
理システム。
【請求項５】
　前記基材が、壁流モノリスの状態であり、
　該壁流モノリスは、縦方向に伸びる壁部によって境界付けられた、縦方向に伸びる通路
を複数有し、
　前記通路は、開口入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、及び閉鎖入口端と開口出口端
を有する出口通路を有し、
　前記壁部は、多孔率が少なくとも４０％で、その平均孔径は、少なくとも５ミクロンで
あり、及び貴金属組成物が壁に浸透し、そして壁部の軸方向長さよりも短い長さで、入口
端から出口端へと伸びて入口領域を形成していることを特徴とする請求項４に記載の排気
処理システム。
【請求項６】
　縦方向に伸びる壁部が、触媒被覆物を、貴金属組成物の下側に有し、
　前記触媒被覆物は、フィルターの軸方向長さの全体に伸びていることを特徴とする請求
項５に記載の排気処理システム。
【請求項７】
　前記触媒組成物が、卑金属酸化物を含むことを特徴とする請求項６に記載の排気処理シ
ステム。
【請求項８】
　前記触媒組成物が、貴金属組成物を、約２０ｇ／ｆｔ3以下の量で含むことを特徴とす
る請求項６に記載の排気処理システム。
【請求項９】
　ＮＯX及び粒子状物質を含む排気流を処理するための排気処理システムであって、
　軸方向長さを有する粒子フィルター、及び
　前記粒子フィルターから下流側に配置されたＮＯX還元触媒、
　を有し、
　前記粒子フィルターは、該フィルターを通って流れる排気流中に含まれる粒子状物質を
捕捉するための要素、及び点火酸化触媒組成物を有し、
　該点火酸化触媒組成物は、前記粒子フィルターの入口端から出口端に向けて、壁部の軸
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方向長さよりも短い長さで伸びて入口領域を形成し、且つ約３００℃以下の温度で火を付
けるのに十分な量を有し、フィルターに捕捉した煤を燃やすための発熱を発生させること
を特徴とする排気処理システム。
【請求項１０】
　前記粒子フィルターが、壁流モノリスを有し、
　該壁流モノリスは、排気流内に配置され、及び縦方向に伸びる壁部によって境界付けら
れた、縦方向に伸びる複数の通路を有し、
　該通路は、開口入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、及び閉鎖入口端と開口出口端を
有する出口通路を有し、
　前記壁部は、多孔率が少なくとも４０％で、その平均孔径は、少なくとも５ミクロンで
あり、及び、
　前記壁流モノリスは、前記壁部に浸透した点火酸化触媒組成物を有することを特徴とす
る請求項９に記載の排気処理システム。
【請求項１１】
　更に、前記ＮＯX還元触媒より下流側に配置されたＮＨ3破壊触媒を有することを特徴と
する請求項１０に記載の排気処理システム。
【請求項１２】
　前記ＮＯX還元触媒が、希薄ＮＯX触媒を有することを特徴とする請求項１０に記載の排
気処理システム。
【請求項１３】
　更に、還元剤導入ポートを、炭化水素還元剤と流体的に連結した状態で有し、前記還元
剤導入ポートは、前記希薄ＮＯX触媒よりも上流側に配置されていることを特徴とする請
求項１２に記載の排気処理システム。
【請求項１４】
　前記ＮＯX還元触媒が、希薄ＮＯXトラップを有することを特徴とする請求項１２に記載
の排気処理システム。
【請求項１５】
　前記ＮＯX還元触媒が、ＳＣＲ触媒を有することを特徴とする請求項１２に記載の排気
処理システム。
【請求項１６】
　更に、ＳＣＲ触媒よりも上流側に配置された導入ポートを有し、該導入ポートは、アン
モニア供給源又はアンモニア前駆体と流体的に連結していることを特徴とする請求項１５
に記載の排気処理システム。
【請求項１７】
　更に、導入ポートと流体的に連結している状態のインジェクターを有し、該インジェク
ターは、アンモニア又はアンモニア前駆体を排気流に、定期的に計量導入するように構成
されていることを特徴とする請求項１６に記載の排気処理システム。
【請求項１８】
　更に、ＳＣＲ触媒よりも下流側に配置されたＮＨ3破壊触媒を有することを特徴とする
請求項１７に記載の排気処理システム。
【請求項１９】
　更に、壁流モノリスの上流側に配置された発熱生成剤導入ポートを有し、該発熱生成剤
導入ポートは、発熱生成剤と流体的に連結されており、そして壁流モノリス内に蓄積され
た粒子状物質を定期的に燃焼させるのに十分な温度を発生させることが可能であることを
特徴とする請求項１０に記載の排気処理システム。
【請求項２０】
　発熱生成剤がディーゼル燃料を含むことを特徴とする請求項１９に記載の排気処理シス
テム。
【請求項２１】
　ＮＯX及び粒子状物質を含む排気流を処理するための排気処理システムであって、
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　排気流内に配置され、及び縦方向に伸びる壁部によって境界付けられた、縦方向に伸び
る複数の通路を有する壁流モノリス、
　前記壁流モノリスよりも下流側に配置されたＳＣＲ触媒、
　アンモニア又はアンモニア前駆体を、前記ＳＣＲ触媒の上流側の排気流に投入するため
のインジェクターを有し、
　前記壁流モノリスの前記通路は、開口入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、及び閉鎖
入口端と開口出口端を有する出口通路を有し、
　前記壁流モノリスの前記壁部は、多孔率が少なくとも４０％で、平均孔径は、少なくと
も５ミクロンであり、及び
　前記壁流モノリスは、点火酸化触媒組成物を有し、該点火酸化触媒組成物は、前記壁部
に浸透し、及び入口端から出口端に向けて、前記壁部の軸方向長さよりも短い長さで伸び
て入口領域を形成していることを特徴とする排気処理システム。
【請求項２２】
　更に、前記ＳＣＲ触媒より下流側に配置されたＮＨ3破壊触媒を有することを特徴とす
る請求項２１に記載の排気処理システム。
【請求項２３】
　前記壁流モノリスよりも上流側に配置された発熱生成剤インジェクターを有することを
特徴とする請求項２２に記載の排気処理システム。
【請求項２４】
　ディーゼルエンジンからの排気流を処理する方法であって、
　粒子状物質を含む排気流内に、壁流モノリスを配置する手順、
　ＮＯX還元触媒を前記壁流モノリスより下流側に配置する手順、及び
　壁流モノリスの上流で、発熱生成剤を定期的に導入し、前記壁流モノリス内に捕捉した
粒子状物質を燃焼させるのに十分な発熱を前記壁流モノリス内で発生させる工程を含み、
　前記壁流モノリスは、縦方向に伸びる壁部によって境界付けられた、縦方向に伸びる複
数の通路を有し、
　該通路は、開口入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、及び閉鎖入口端と開口出口端を
有する出口通路を有し、
　前記壁部は、多孔率が少なくとも４０％で、その平均孔径は、少なくとも５ミクロンで
あり、及び
　前記壁流モノリスは、点火酸化触媒組成物を有し、該点火酸化触媒組成物は、前記壁部
に浸透し、及び入口端から出口端に向けて、壁部の軸方向長さよりも短い長さで伸びて入
口領域を形成していることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、概してディーゼル排気処理フィルター、システム及び方法に関
する。より特定的には、本発明の実施の形態は、酸化触媒で領域的に被覆された、領域的
被覆粒子フィルター(zone coated particulate filter)を含むディーゼル排気処理システ
ム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧縮点火ディーゼルエンジンは、非常に有用であり、そして本質的（特性的）に燃料が
経済的で、低速で高いトルクを有するので、乗物の伝導機構として有利性を有する。ディ
ーゼルエンジンは、燃料が非常に少ない状態で、燃料に対する空気の割合（Ａ／Ｆ割合）
を高くして作動する。このことが理由で、圧縮点火ディーゼルエンジンは、ガス相の炭化
水素及び二酸化炭素の放出が非常に低い。しかしながら、ディーゼル排気（ディーゼル排
気物）は、酸化窒素（ＮＯX）と粒子状物質の排出量が比較的多いという特性を有してい
る。ディーゼルエンジン排気は、一酸化炭素（ＣＯ）未燃焼炭化水素（ＨＣ）、及び酸化
窒素（ＮＯX）等のガス状放出物のみならず、いわゆる粒子状物質又は粒子状物を形成す



(5) JP 2010-511829 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

る凝縮物質（液体及び固体）をも含む異成分からなる混合物である。ディーゼルエンジン
用の排気処理システムは、世界中の種々の規制機関により設定された排気基準に適合する
ように、排気物中の全ての成分を処理する必要がある。
【０００３】
　ディーゼル排気中の全体の粒子状物質は、主に３種の主成分を含んでいる。一成分は、
固体の乾燥した炭素質部分又は煤部分である。この乾燥した炭素質部分は、ディーゼル排
気には付き物である、目視可能な煤の排出の要因となるものである。粒子状物質の第２の
成分は、溶解性有機部分（ＳＯＦ）である。ＳＯＦは、ディーゼル排気の温度に依存して
、ディーゼル排気中に蒸気としてでも、エアロゾル（噴霧質：液体凝縮物の微細な液滴）
としてでも存在可能である。（Ｕ．Ｓ．等の標準測定テストによって規定された）希薄な
排気物中で、５２℃の粒子状物質標準収集温度では、ＳＯＦは、凝縮した液体として存在
する。これらの液体は、二つの発生源から発生する：（１）ピストンが往復動作する度に
エンジンのシリンダー壁から排出される潤滑油；及び（２）未燃焼又は部分的に燃焼した
ディーゼル燃料である。粒子状物質の第３の成分は、いわゆるサルフェート部分である。
サルフェート部分は、ディーゼル燃料中に存在する硫黄成分（の少量）で形成されている
。
【０００４】
　通常では、触媒組成物とこの組成物が配置される基材がディーゼルエンジン排気システ
ムに備えられ、これら排気成分を部分的又は全てを無害の成分に変換する。例えば、酸化
触媒（酸化触媒は、ディーゼルエンジンでは、ディーゼル酸化触媒（ＤＯＣｓ）とも称さ
れ、白金族金属、卑金属及びこれらの組合せを含む）は、未燃焼炭化水素（ＨＣ）と一酸
化炭素（ＣＯ）のガス状汚染物質、及び粒子状物質について、これらの汚染物質を二酸化
炭素と水に変換することによって、ディーゼルエンジン排気の処理を促進する。これらの
触媒は、通常、種々の基材（例えば、モノリス基材を通るハニカム）上に配置され、上記
基材は、ディーゼルエンジンの排気中に配置され、排気物が大気中に排出される前に処理
される。所定の酸化触媒も、ＮＯのＮＯ2への酸化を促進する。
【０００５】
　酸化触媒の使用に加え、ディーゼル粒子フィルターが使用され、そしてディーゼル排気
処理システム中での粒子状物質の低減が達成される。ディーゼル排気から粒子状物質を除
去するフィルターで、公知のものは、ハニカム壁流フィルター、巻き(wound)又は充填(pa
cked)ファイバーフィルター、連続気泡フォーム、焼結金属フィルター等である。しかし
ながら、以下に記載するセラミック壁流が、最も注目を集めている。これらのフィルター
は、ディーゼル排気から、９０％以上の粒子状物質を除去することができる。
【０００６】
　代表的なセラミック壁流フィルター基材は、コージライト又はシリコンカーバイド等の
耐火材料で構成されている。ディーゼルエンジン排気ガスから粒子状物質をろ過するため
に、壁流基材が特に有用である。ハニカム構造の入口側と出口側の端部で、通路が交互に
閉塞した多通路ハニカム構造が共通する構造である。この構造により、各端部で、チェッ
カーボード型パターンが得られる。入口軸端部で閉塞した通路は、出口軸端部で開口して
いる。これにより、粒子状物質を伴った排気ガスが、開口した入口通路に入り、多孔性内
部壁を通って流れ、そして開口した出口軸端部を有する流路(channel)を通って流れ出る
。ここで、粒子状物質は、基材の内部壁上でろ過される。ガス圧力により、排気ガスは、
多孔性構造壁を通って流路（該流路は、上流軸端部が閉塞し、そして下流軸端部が開口し
ている）へと導かれる。粒子が蓄積すると、エンジンのフィルターからの背圧が増す。従
って、連続的又は定期的に、蓄積する粒子をフィルターから燃焼処理し、背圧を許容可能
（範囲）に維持する必要がある。
【０００７】
　壁流基材の内部壁にそって堆積(deposit)した触媒組成物は、フィルター基材の再生を
補助（該再生の補助は、蓄積した粒子状物質の燃焼を促進することによる）する。蓄積し
た粒子状物質の燃焼は、排気システム内の背圧を、許容可能に回復させる。煤燃焼につい
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て、多くの適用例では、積極的な煤燃焼（例えば、フィルターの上流での排気物中の高温
発熱効果の生成）が必要とされているが、しかしながら、煤燃焼は、消極的なもの（例え
ば、壁流フィルター上の触媒及び適切な高排気温度）であっても良い。両方の方法（工程
）は、粒子状物質を燃焼するために、Ｏ2又はＮ2等のオキシダント（酸化体）を使用する
。
【０００８】
　消極的再生法は、ディーゼル排気システムの通常の運転範囲内の温度で、粒子状物質を
燃焼させる。再生法（再生工程）で使用されるオキシダントは、ＮＯ2が好ましい。この
理由は、オキシダントとしてＯ2を使用した場合よりも、かなり低い温度で煤部分が燃焼
するからである。Ｏ2は、大気から容易に得ることができ、この一方で、ＮＯ2は、上流の
酸化触媒を使用して排気流中のＮＯを酸化することによって生成される。消去的再生法の
例が、特許文献１（アメリカ合衆国特許Ｎｏ．６，７５３，２９４）及び特許文献２（ア
メリカ合衆国特許Ｎｏ．７，０９７，８１７）に開示されている。
【０００９】
　積極的再生法は、通常、蓄積された粒子状物質を除去し、そしてフィルター内の背圧を
許容可能な背圧に回復させるために必要とされる。粒子状物質の煤部分は、酸素リッチ（
希薄）下で燃焼させるのに、５００℃以上の温度が必要であるが、この温度は、ディーゼ
ル排気中に存在する一般的な温度よりも高い温度である。積極的再生法は、通常、エンジ
ンの運転状態を変え、フィルターの前側で、５００～６３０℃の温度に上昇させることに
より開始される。運転モード(driving mode)に依存して、再生の間の冷却が充分でない場
合（低速／低負荷又はアイドリングモード）には、フィルター内部で高い発熱を発生させ
ることができる。このような発熱は、フィルター内で、８００℃以上であって良い。積極
的再生を達成するために開発された、ある通常の方法では、可燃性材料（例えば、ディー
ゼル燃料）を排気中に導入し、フィルターの上流に設けられたディーゼル酸化触媒（ＤＯ
Ｃ）に流入、燃焼させている。この補助的な燃焼による発熱は、フィルター内の煤を短時
間（例えば、約２～２０分）で燃焼させるのに必要な顕熱(sensible heat)（例えば、約
５００～７００℃）を与える。
【００１０】
　システムの例は、特許文献３（アメリカ合衆国特許Ｎｏ．６，９２８，８０６）に示さ
れている。積極的な再生モードの間、ＤＯＣは、低温（例えば、約２５０～３００℃）の
排気物に導入（直接的導入又はエンジンを介しての導入）された燃料に点火し、及び燃焼
させ、そしてこれにより発熱を生成し、粒子フィルターに入る排気物を、フィルターから
、蓄積した煤を燃焼させるのに充分な温度（約５００～６５０℃）に加熱し、これにより
フィルターを再生して、運転での（煤の蓄積による）フィルターの圧力損失を低減させる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】アメリカ合衆国特許Ｎｏ．６，７５３，２９４
【特許文献２】アメリカ合衆国特許Ｎｏ．７，０９７，８１７
【特許文献３】アメリカ合衆国特許Ｎｏ．６，９２８，８０６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　白金族金属を含む組成物に起因して、材料コストが高くなるので、（積極的再生のため
）触媒被覆物の劣化を遅くするか防止する必要がある。壁流フィルターに設けられた触媒
被覆物は、活性触媒成分として白金族金属成分をしばしば含み、ディーゼル排気物のガス
状放出物（ＨＣ、ＣＯ）の無害な成分（例えば、ＣＯ2、Ｈ2Ｏ）への許容可能な変換を確
実にしている。このような成分の積載（備えること）は、触媒が老化した後であっても、
触媒基材が排気規定に適合するように調整される。この結果、白金族金属の使用の効率と
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耐久性が（基材に沿って）最大となる被覆設計が望ましい。
【００１３】
　壁流基材の（ある）通常の被覆物設計は、触媒被覆物の、内壁の軸方向長さの全長にわ
たる均質な分布を有している。このような設計では、白金族金属の濃度は、一般的には、
最も厳しい条件下で排気要件（排気規定）に適合するように調整される。このような条件
は、触媒が老化（熟成）した後の触媒の特性を対象とすることが最も多い。必要とされる
白金族金属濃度に関するコストは、所望とするコストよりも高くなることがしばしば有る
。
【００１４】
　上述したことから理解されるように、現在の粒子フィルターシステムは、貴金属材料コ
ストと粒子フィルター上の触媒の（高温に曝されることによる）劣化に関していくつかの
問題を有している。従って、これらの問題の一つ以上を軽減する、替わりとなるディーゼ
ルエンジン中排気処理システムと方法を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　要約
　従って、本発明の実施の形態によれば、粒子フィルター(particulate filter)とＮＯX

還元触媒を含む、排気処理システムが提供される。一つ以上の実施の形態では、所定の基
材を含む粒子フィルターが設けられるが、上記基材は、フィルターを通って流れる排気流
中に含まれる粒子状物質を捕捉するための通路と要素を有し、及び上記基材は、入口端と
出口端を有し、上記入口端は、貴金属組成物を、その上に配置した状態で有し、上記貴金
属組成物は、約３００℃未満の温度で、燃料に火を付け、及びフィルター内に捕捉された
粒子状物質を燃焼処理させるために十分な熱を発生させるものである。一実施の形態では
、上記貴金属が、少なくとも２０ｇ／ｆｔ3の積載量(loading amount)で存在し、そして
上記フィルターの軸方向長さの５０％未満の範囲に広がっている。他の実施の形態では、
上記貴金属が、少なくとも３０ｇ／ｆｔ3の積載量で存在し、そして上記フィルターの軸
方向長さの５０％未満の範囲に広がっている。他の実施の形態では、上記貴金属が、少な
くとも４０ｇ／ｆｔ3の積載量で存在し、そして上記フィルターの軸方向長さの５０％未
満の範囲に広がっている。特定の実施の形態では、上記基材が、壁流モノリスの状態であ
り、この壁流モノリスは、縦方向に伸びる壁部によって境界付けられた、縦方向に伸びる
通路を複数有し、上記通路は、開口入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、及び閉鎖入口
端と開口出口端を有する出口通路を有し、上記壁部は、多孔率が少なくとも４０％で、そ
の平均孔径は、少なくとも５ミクロンであり、及び貴金属組成物が壁に浸透し、そして壁
部の軸方向長さよりも短い長さで、入口端から出口端へと伸びて入口領域を形成している
。
【００１６】
　一実施の形態では、縦方向に伸びる壁部が、触媒被覆物を、貴金属組成物の下側に有し
、上記触媒被覆物は、フィルターの軸方向長さの全体に伸びている。一実施の形態では、
触媒組成物は、卑金属酸化物(base metal oxide)を有する。触媒組成物は、貴金属組成物
を２０ｇ／ｆｔ3以下の量で有していても良い。
【００１７】
　他の実施の形態は、ＮＯX及び粒子状物質を含む排気流を処理するための排気処理シス
テムであって、軸方向長さを有する粒子フィルター、；及び上記粒子フィルターから下流
側に配置されたＮＯX還元触媒、；を有し、前記粒子フィルターは、該フィルターを通っ
て流れる排気流中に含まれる粒子状物質を捕捉するための要素、及び点火酸化触媒組成物
を有し、該点火酸化触媒組成物は、前記粒子フィルターの入口端から出口端に向けて、壁
部の軸方向長さよりも短い長さで伸びて入口領域を形成し、且つ約３００℃以下の温度で
火を付けるのに十分な量を有し、フィルターに捕捉した煤を燃やすための発熱を発生させ
ることを特徴とする排気処理システムに関するものである。
【００１８】
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　本発明の一実施の形態に従えば、ＮＯX及び粒子状物質を含む排気流を処理するための
排気処理システムが提供される。このシステムは、壁流モノリスを有し、該壁流モノリス
は、排気流内に配置され、及び縦方向に伸びる壁部によって境界付けられた、縦方向に伸
びる複数の通路を有し、該通路は、開口入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、及び閉鎖
入口端と開口出口端を有する出口通路を有し、上記壁部は、多孔率が少なくとも４０％で
、その平均孔径は、少なくとも５ミクロンである。上記壁流モノリスは、更に、上記壁部
に浸透した点火酸化触媒組成物を有し、そして、この点火酸化触媒組成物は、入口端部か
ら出口端部に向けて、壁部の長さよりも短い長さで伸びて入口領域を形成している。この
システムは、更に壁流モノリルから下流側に配置されたＮＯX還元触媒を有している。あ
る実施の形態では、このシステムは、上記ＮＯX還元触媒より下流側に配置されたＮＨ3破
壊触媒を有していても良い。
【００１９】
　一つ以上の実施の形態では、ＮＯX還元触媒が、希薄ＮＯX触媒(lean NOx catalyst)を
有する。希薄ＮＯX触媒を含む実施の形態では、システムは更に、還元剤導入ポートを、
炭化水素還元剤と流体的に連結した状態で有していて良く、還元剤導入ポートは、希薄Ｎ
ＯX触媒よりも上流側に配置されていても良い。他の実施の形態では、ＮＯX還元触媒が、
希薄ＮＯXトラップを有する。
【００２０】
　一つ以上の実施の形態では、ＮＯX還元触媒が、ＳＣＲ触媒を有する。ＳＣＲ触媒を有
する実施の形態では、このシステムは、ＳＣＲ触媒よりも上流側に配置された（任意の）
導入ポートを有していて良く、この導入ポートは、アンモニア供給源又はアンモニア前駆
体と流体的に連結しても良い。このシステムは、更に、導入ポートと流体的に連結してい
る状態のインジェクターを有していても良く、該インジェクターは、アンモニア又はアン
モニア前駆体を排気流に、定期的に計量導入するように構成されていても良い。
【００２１】
　一つ以上の実施の形態では、このシステムは、更に、ＳＣＲ触媒よりも下流側に配置さ
れたＮＨ3破壊触媒を有していても良い。このシステムは、壁流モノリスの上流側に配置
された発熱生成剤導入ポートを有していても良く、該配置発熱生成剤導入ポートは、発熱
生成剤と流体的に連結されていても良く、そして壁流モノリス内に蓄積された粒子状物質
を定期的に燃焼させるのに十分な温度を発生させることが可能であっても良い。発熱生成
剤は、ディーゼル燃料等の燃料を含んでいても良い。
【００２２】
　本発明の他の実施の形態は、ディーゼルエンジンからの排気流を処理する方法であって
、粒子状物質を含む排気流内に、壁流モノリスを配置する手順を含み、上記壁流モノリス
は、縦方向に伸びる壁部によって境界付けられた、縦方向に伸びる複数の通路を有し、該
通路は、開口入口端と閉鎖出口端を有する入口通路、及び閉鎖入口端と開口出口端を有す
る出口通路を有し、上記壁部は、多孔率が少なくとも４０％で、その平均孔径は、少なく
とも５ミクロンであり、及び上記壁流モノリスは、点火酸化触媒を有し、該点火酸化触媒
は、上記壁部に浸透し、及び入口端から出口端に向けて、壁部の軸方向長さよりも短い長
さで伸びて入口領域を形成していることを特徴とする方法に関する。この方法は、更に、
ＮＯX還元触媒を上記壁流モノリスより下流側に配置する手順を含んで良く、及び壁流モ
ノリスの上流で、発熱生成剤を定期的に導入し、壁流モノリス内に捕捉した粒子状物質を
燃焼させるのに十分な発熱を壁流モノリス内で発生させる工程を含んでも良い。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施の形態に従う排気処理システムの概略図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の他の実施の形態に従う排気処理システムの概略図である。
【図２】図２は、壁流フィルター基材の斜視図である。
【図３】図３は、壁流フィルター基材の断面図である。
【図４】図４は、ウレア容器及びインジェクターを有するシステムの実施の形態を示して
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いる。
【図５】図５は、粒子フィルター出口排気ガス温度を、テスト実行時間（粒子フィルター
の上流側で排気物中にディーゼル燃料を補足的に導入している）の関数として示したグラ
フである。
【図６】図６は、粒子フィルター出口排気ガス温度を、粒子フィルターの上流側で排気物
中に導入した、補足的なディーゼル燃料の関数として示したグラフである。
【図７】図７は、内部温度を測定するために、粒子フィルター基材内に導入された、熱電
対の位置を示したダイアグラムである。
【図８】図８は、燃料点火テストの間の、粒子フィルターの内部温度（更に、入口及び出
口排気ガス温度）を、粒子フィルターの位置の関数として示したグラフである。
【図９】図９は、ＦＴＩＲによって測定されたＮＯX及びＮＯ2の、粒子フィルター出口で
の合計濃度を示したグラフで、「クリーン」な、煤のない条件と、煤を有する条件につい
てのものある。
【図１０】図１０は、積極的再生テストの間における、粒子フィルターに煤が積載された
状態での、粒子フィルターの排気温度とデルタＰ(Delta P)を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　発明の詳細な説明
　以下に用語について説明する。
【００２５】
　「活性アルミナ」は、１種以上のガンマ－、シータ－、及びデルタアルミナを含む、高
ＢＥＴ表面積アルミナという通常の意味を有している。
【００２６】
　「ＢＥＴ表面積」は、Ｎ2吸収によって表面積を測定するためのＢｒｕｎａｕｅｒ、Ｅ
ｍｍｅｔｔ、Ｔｅｌｌｅｒ法で使用される、通常の意味を有している。他に特別の記載が
なければ、触媒担体成分又は他の触媒成分の表面積は、ＢＥＴ表面積を意味する。
【００２７】
　「バルク状態」は、材料（例えば、セリア）の物理的状態を記載するのに使用される場
合、材料が、（直径が１～１５ミクロンまたはそれ以下の）バラバラの粒子の状態で存在
することを意味し、これは溶液中に分散しているものを、ガンマアルミナ等の他の材料上
に設ける場合と対立するものである。例えば、本発明のある実施の形態では、セリアの粒
子が、ガンマアルミナの粒子と混合され、セリアがバルク状態で存在する。これは、例え
ば、アルミナ粒子をセリア前駆体の水溶液で含浸させ、そして「か焼」を行い、アルミナ
粒子上に設けられたセリアに変換することに対して対立するものである。
【００２８】
　「セリウム成分」は、セリウムの１種以上の酸化物（例えば、ＣｅＯ2）を意味する。
【００２９】
　「上流側」及び「下流側」は、物品、触媒基材又は領域を記載するために使用される場
合、排気ガス流の流れの方向を基準にした、排気システムの相対位置を意味する。
【００３０】
　「高表面積担体」は、ＢＥＴ表面積が約１０ｍ2／ｇ以上、好ましくは１５０ｍ2／ｇの
担体材料を意味する。
【００３１】
　「白金族金属成分」又は「ＰＧＭ」は、白金族金属又はその酸化物を意味する。好まし
い白金族金属は、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム成分及びこれらの組合せであ
る。
【００３２】
　「ディーゼル酸化触媒」又は「ＤＯＣ」は、ディーゼル排気中の、ディーゼル粒子状物
質の有機部分、ガス相炭化水素、及び／又は一酸化炭素の放出を低減する、触媒促進の酸
化工程に関する。



(10) JP 2010-511829 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【００３３】
　「積極的再生」は、燃焼可能な物質（例えば、ディーゼル燃料）を排気中に導入し、そ
して酸化触媒の箇所でこれを燃焼させ、これにより発熱を生成し、フィルターから煤等の
粒子状物質を燃焼させるのに必要な熱（例えば、約５００～７００℃）を与えることを意
味する。
【００３４】
　アンモニア破壊触媒又はＡＭＯＸは、ＮＨ3を、理想的には窒素、しかし通常では窒素
ＮＯX及びＮ2Ｏの混合物に酸化することを促進する触媒を示す。
【００３５】
　「粒子フィルター」は、排気ガス中から煤等の粒子状物質を除去するように設計された
フィルターであり、そして粒子フィルターは、ハニカム壁流フィルター、部分ろ過フィル
ター、ワイヤーメッシュフィルター、巻ファイバーフィルター、焼結金属フィルター；及
びフォームフィルターを含むが、これらに限定されるものではない。
【００３６】
　本発明の、例示としての実施の形態をいくつか記載する前に、本発明は、以下に記載し
た構成や工程（方法）の詳細に限定されるものではないことが理解されるべきである。本
発明は、他の実施の形態も可能であり、そして種々の方法（手段）で行うことが可能なも
のである。
【００３７】
　本発明の一つ以上の実施の形態では、分離した状態の、上流側の点火酸化触媒が、ディ
ーゼルエンジン排気処理システムから除去されて、そして粒子フィルターに直接導入され
る。この場合、この直接導入は、点火／酸化触媒成分をフィルター流路(filter channel)
 （フィルター流路は、フィルターの入口端部から出口端分に向けて適切な長さで伸びて
いる）の入口端部に配置することによって行われる。このようにして、積極的再生の間、
導入された燃焼性燃料が点火され、そしてフィルターの入口端部で燃焼し、これにより、
フィルター内で約５００～７００℃の温度で必要な発熱を生成し、フィルターに蓄積した
煤を燃焼させる。
【００３８】
　本発明の実施の形態に従えば、積極的再生は、フィルターだけで行うことができ、又は
フィルター上だけで行うことが可能であり、そしてシステム内で、分離状態の（別個に設
けられる状態の）点火酸化触媒が除去される。システムからこの成分（要素）を除去する
ことにより、基材と関連するシステムの被覆が除去されるという利益が得られる。更に、
この分離した（別個の）成分の除去は、システムの全体的な大きさ(volume)を小さくし、
そして、システムに必要とされる高価な貴金属（ＰＧＭ）を相当量、低減することを可能
にする。更に、点火／酸化触媒を粒子フィルターに設けることにより、エンジンにおける
、（燃料消費に関連する）システム全体の背圧を低減できる。更に、（粒子フィルターと
粒子状煤フィルターが別々の要素として設けられたシステムと比較して、）ＮＯX還元触
媒を含むシステムでは、例えば、統合された点火酸化／粒子フィルターから下流側のＳＣ
Ｒ触媒又は希薄ＮＯX触媒が、これら下流側の装置のために大量の熱を発生させる。統合
された点火酸化／粒子フィルターは、エンジンのより近くに移動させることができる。酸
化触媒と煤フィルターの統合でシステムのサイズを小さくすることにより、粒子フィルタ
ーリングサブシステムからの熱損失が低減され、これにより下流側の要素（成分）を高温
で運転することができる。通常、高温により、触媒の活性が高くなる。そして従って、酸
化触媒を粒子フィルターに統合することにより、粒子フィルター内の（粒子フィルターリ
ングサブシステムの下流側に存在する）ＮＯX成分の挙動（特性）が良好になる。
【００３９】
　ＮＯX還元触媒が、還元剤としてＮＨ3又はＮＨ3前駆体を使用する場合、別個の（分離
した）インジェクターをＳＣＲ触媒の上流側に設けることができる。ＳＣＲ触媒の下流側
に設けられた（フィルター再生のための）燃料添加箇所を使用すると、窒素還元触媒は、
粒子フィルターの積極的再生に関して極端な高温に曝されることがない。強制的なフィル



(11) JP 2010-511829 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

ターの再生に起因する高温に曝されることがないので、ＳＣＲ触媒の体積を小さくでき、
これに対応してコスト低減が図られ、そしてパッキングに有利性が得られる。更に、高温
に曝されることがないと、ＳＣＲ触媒組成に使用できる材料の範囲が広くなる。例えば、
バナジウムをゼオライトの替わりに、又はゼオライトと一緒に使用することができ、これ
によりＳＣＲ触媒のコスト低減が図られ、及びその効率が改善される。更に、アンモニア
破壊触媒を、ＳＣＲ触媒が備えられた基材の出口端に統合することができ、これにより、
アンモニア破壊触媒を別に設ける必要がなくなる。システムの更なる最適化では、ＮＨ3

破壊触媒を領域被覆(zone coating)又は均一被覆として煤フィルターに統合することがで
きる。これにより、システム全体の体積（ボリューム）が縮小され、対応してコストの低
減が図られそしてパッキングに有利性が得られる。
【００４０】
　点火酸化触媒組成物で被覆された壁流基材を使用することにより、点火／酸化触媒機能
と粒子状物質除去機能を単一の触媒物品に統合することができる。点火／酸化触媒は、貴
金属組成物を充分な量で積載しており、これにより約３００℃未満の温度（例えば、２２
０℃～３００℃）で点火が可能となり、フィルターに収集された煤を燃焼除去する発熱を
生成する。発熱によって生成された温度は、代表例では、５００℃～７００℃の範囲であ
る。粒子フィルターに点火／燃焼機能を導入する方法は多数存在するが、ある方法では、
上流側の、粒子フィルター基材（例えば、ハニカム、壁流フィルター基材）の入口端に設
けられた触媒の領域として、上記機能の粒子フィルターへの導入が行われ得る。この入口
触媒領域は、比較的低温の排気温度である２２０～３００℃に曝され、及び点火を行うの
に充分な触媒活性を有し、加えて、導入された燃料を適切に燃焼させて高温例えば、約５
００～７００℃を発生するが、この入口触媒領域がフィルターの再生に必要とされる。こ
のことを達成できる触媒組成は種々のものが存在するが、組成物の一例では、貴金属（Ｐ
ＧＭ’ｓ）を適切な担体上に分散した状態で、及び導入された燃料の点火と燃焼に適切な
積載量で含む。この詳細を以下に記載する。入口領域は、代表例では、フィルターの軸方
向の長さの少なくとも１０％に亘って延び、そして種々の実施の形態では、入口領域は、
フィルターの軸方向長さの少なくとも約２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５
％、５０％で延び、又は約７５％以下で延びる。入口領域は、フィルターの壁に直接的に
設けられて良く、又は入口領域は、フィルターの軸方向長さ全体に延びる触媒被覆物に形
成されても良い。下側に位置する触媒被覆物は、銅、コバルト、クロム、セリウム等の酸
化物等の卑金属酸化物又は貴金属組成物であって良い。下側に位置する被覆物が貴金属組
成物の場合、積載量は、代表例では、１０ｇ／ｆｔ3以下である。従って、粒子フィルタ
ーは、白金又は他の適切な貴金属の触媒被覆物を１０ｇ／ｆｔ3で軸方向全体にわたって
有していて良い。
【００４１】
　本発明の排気処理システムの一実施の形態を図１Ａに示す。図１Ａに示したように、ガ
ス状の汚染物（未燃焼炭化水素、二酸化炭素及びＮＯXを含む）と粒子状物質を含む排気
物が、エンジン１５から粒子フィルター１１へと運ばれる。ここで、粒子フィルター１１
は、少なくとも壁部の入口領域に浸透した点火酸化触媒組成物を有する壁要素を含むが、
このことについては後に詳述する。粒子フィルター１１の壁部に浸透した点火酸化触媒で
は、未燃焼ガス状及び非揮発性炭化水素(すなわち、ＳＯＦ)及び一酸化炭素が大幅に燃焼
され、二酸化炭素と水を生成する。酸化触媒を使用してＶＯＦの相当の割合を除去するこ
とで、特に、粒子フィルター１１に粒子状物質が過度に堆積することの防止が補助される
（粒子フィルター１１に粒子状物質が過度に堆積すると、閉塞が発生する）。更に、ＮＯ
とＮＯX成分の相当割合が、粒子フィルター１１の酸化触媒部分でＮＯ2に酸化される。煤
部分とＶＯＦを含む粒子状物質は、粒子フィルターによっても相当量（８０％以上）が除
去される。粒子フィルター上に堆積した粒子状物質は、フィルターの積極的再生によって
燃焼され、そして、この工程は、統合されたＤＯＣ組成物の存在によって補助される。
【００４２】
　粒子フィルターの下流側には、還元剤、例えば、アンモニアがノズル（図示せず）を通
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してスプレーとして排気流に導入（注入）される。ライン１８（矢印１８）で示した水性
ウレアは、アンモニア前駆体として作用することができ、この水性ウレアは、ライン１９
（矢印１９）で示した空気と、任意の混合ステーション１６で混合可能である。水性ウレ
アの正確な量を計量するために、導入ポート又はバルブ１４が使用可能であり、そして計
量導入された水生ウレアは、排気流内でアンモニアに変換される。アンモニアが加えられ
た排気流は、ＳＣＲ触媒として示されたＮＯX還元触媒１２へと運ばれる。該触媒は、ハ
ニカム等の適切な基材上に被覆されても良い。排気ガス流のＮＯX成分は、還元触媒１２
を通過し、アンモニアを使用してのＮＯXの選択的還元により窒素に変換される。
【００４３】
　ＮＯX除去の所望のレベルに依存して、ＮＯX還元触媒１２の下流側に、一個以上のＮＯ

X還元触媒を配置することができる。例えば、ＮＯX還元触媒１２の下流側の、追加的なＳ
ＣＲ触媒をモノリス状、ハニカム流通基材、セラミックフォーム基材、又は金属基材に配
置することができる。
【００４４】
　図１Ｂに任意の配置構成（形態）が示されており、この配置構成では、排気処理システ
ムに、ＮＨ3－破壊触媒、例えば、スリップ酸化触媒１３が、ＳＣＲ触媒として示された
ＮＯX還元触媒１２の下流側に設けられている。スリップ酸化触媒は、例えば、卑金属と
０．５質量％未満の白金を含む組成物で被覆することができる。この構成は、排気物を大
気中に放出する前に、過剰のＮＨ3を酸化するのに使用することができる。一つ以上の実
施の形態では、ＮＨ3破壊触媒は、粒子フィルター上に配置することができる。
【００４５】
　壁流基材
　粒子フィルターは、種々の形態で具体化することができる。例えば、粒子フィルターは
、ハニカム壁流フィルター、粒子状ろ過フィルター、ワイヤーメッシュフィルター、巻フ
ァイバーフィルター、焼結金属フィルター及びフォームフィルターの状態であって良い。
特定の実施の形態では、粒子フィルターは、壁流フィルターである。酸化触媒組成物を担
持する有用な壁流基材は、微細で、実質的に平行なガス流通路を複数有しており、このガ
ス流通路は、基材の長さ方向軸に沿って伸びている。代表例では、各通路は、基材本体の
一端部で閉塞されており、これと交互する通路が反対側の端面で閉塞されている。このよ
うなモノリス担体は、断面の１平方インチ当たり、約７００以上の通路を有していて良い
が、通路の上述した数は、これよりも少なくても良い。例えば、担体は、１平方インチ当
たり約７～６００セル、より好ましくは約１００～４００セル（ｃｐｓｉ）である。セル
は、断面が、長方形、正方形、長円形、三角形、六角形であることが可能であり、又は他
の多角形形状が可能である。壁流基材は、代表例では、壁厚さが０．００２～０．１イン
チの範囲である。適切な壁流基材の例では、壁厚さは、０．００２～０．０１５インチの
範囲である。
【００４６】
　図２及び図３は、通路５２を複数有している壁流フィルター基材３０を表している。通
路は、フィルター基材の内壁５３によって境界付けられ、又は包まれている。基材は、入
口端５４及び出口端５６を有している。交互する通路が、入口プラグ５８（入口栓５８）
で入口端が閉塞されており、そして、出口プラグ６０（出口栓６０）で出口端が閉塞され
ており、これにより、入口５４と出口５６で、対向するチェッカーボードパターンを形成
している。ガス流６２は、閉塞されていない流路入口６４を通って入り、出口プラグ６０
で止められ、そして流路壁５３（流路壁５３は多孔性である）を通って出口サイド６６へ
拡散する。ガスは、入口プラグ５８にために、壁部の入口サイドには戻ることができない
。
【００４７】
　適切な壁流フィルター基材は、セラミック状材料、例えばコージライト、α－アルミナ
、シリコンカーバイド、シリコンニトライド、ジルコニア、ムライト、リシア輝石、アル
ミナ－シリカ－マグネシア、アルミニウムチタネート、又はジルコニウムシリケート、又
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は多孔性、耐火性材料で構成されたものである。壁流基材は、セラミックファイバー複合
材料で形成されても良い。適切な壁流基材の例は、コージライト及びシリコンカーバイド
から形成される。このような材料は、環境、特に排気流を処理する時の高温に耐えるもの
である。
【００４８】
　本発明のシステムに使用するための適切な壁流基材は、多孔性壁を有するハニカム（モ
ノリス）であって、背圧又は物品での圧力の過剰な増加を引き起こすことなく、流体流が
通過するものである。本発明の実施の形態では、このシステムに使用されるセラミック壁
流基材は、多孔率（細孔率）が少なくとも４０％（例えば５０～７５％）で、平均孔径が
少なくとも５ミクロン（例えば、５～３０ミクロン）の材料から形成される。ある実施の
形態では、基材は、多孔率が少なくとも５５％で、平均孔径が少なくとも１０もミクロン
である。これらの多孔率とこれらの平均孔径を有する基材が、以下に記載する技術で被覆
された場合、ＳＣＲ触媒組成物を適切なレベルで、基材に積載すること(load)ができ、卓
越したＮＯX変換効率が達成される。これらの基材は、ＤＯＣ触媒を積載しているにもか
かわらず、なお、適切な排気流特性を維持可能、すなわち、許容可能な背圧を維持可能で
ある。適切な壁流基材の開示に関して、この記載により、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．４，３
２９，１６２は、ここに導入される。壁流基材は、金属性、すなわち、多孔性ではないも
ので、壁流フィルターの孔径よりも孔径が非常に小さいものであっても良い。
【００４９】
　本発明の実施の形態に従い使用される多孔性壁流フィルターは、上述した要素の壁部が
、１種以上の触媒材料を、その上に有するか又はその中に含でいるという特徴を有してい
る。セラミック材料が、要素壁部の入口サイドだけに存在していても良く、出口サイドだ
けに存在していても良く、入口サイドと出口サイドの両方に存在していても良く、又は壁
部自体が全て、部分的に触媒材料で構成されていても良い。ＤＯＣ触媒組成物で壁流基材
を被覆するために、基材を触媒スラリーの部分に、（基材の頂部がスラリーの表面のちょ
うど上側に位置するように）縦に浸漬される。この方法で、スラリーが各ハニカム壁の入
口面と接触するが、しかし各壁の出口面と接触することが防止される。これにより、基材
の入口端の壁部の部分が被覆され、入口領域を形成する。基材が、スラリーから除去され
、そして過剰のスラリーが（流路から排出させ、そして圧縮空気でスラリーが浸透した方
向に対してブローし、次にスラリーが浸透した方向に対して真空引きすることにより）壁
流基材から除去される。この技術を使用することにより、触媒スラリーが基材の壁部に浸
透し、そして孔は、仕上げられた基材中に過剰の背圧が形成される程に塞がれることがな
い。ここで使用したように、「浸透」という用語は、触媒スラリーが基材上に分散した状
態を記載するのに使用される場合には、触媒組成物は、基材の壁部に分散しているが、被
覆層として壁部の外側表面には分散していないことを意味する。被覆は、適切な如何なる
技術、例えば、アメリカ合衆国特許番号６，４７８，８７４；５，８６６，２１０及び５
，９６３，８４３２に記載されているように、基材を被覆物中に浸漬させ、真空引を使用
し被覆物を基材の流路内に引くことによって施すことができる。上記文献は、この記載に
より、その全てがここに導入される。
【００５０】
　触媒で被覆した後、基材は代表例では、少なくとも１００℃で乾燥され、そしてより高
い温度（例えば、３００～４５０℃）で「か焼」される。か焼の後、基材の被覆された質
量と、被覆されていない質量とを計算して、触媒搭載量を測定（計測）することができる
。この技術分野の当業者にとっては公知なように、被覆スラリーの固体含有量を変えるこ
とによって、触媒、積載を変性（改質）することができる。この代わりに、基材を被覆ス
ラリーに繰り返し浸漬することも行うことができ、これに続いて上述したような過剰のス
ラリーの除去が行われる。
【００５１】
　酸化触媒組成物
　粒子フィルター上に形成された酸化触媒は、未燃焼ガス状及び非揮発性炭化水素（すな
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わち、ＶＯＦ）及び一酸化炭素の燃焼を提供する如何なる組成物からでも形成可能である
。更に、酸化触媒は、ＮＯXのＮＯの相当割合をＮＯ2に変換するのに効果的であるべきで
ある。ここに使用されているように、「ＮＯXのＮＯの相当割合のＮＯ2への変換」は、少
なくとも２０％、及び好ましくは３０～６０％の範囲を意味する。これらの特性を有する
触媒組成物は、この技術分野では公知であり、そして白金族金属、及び卑金属(base
metal)ベースの組成物を含む。排気処理システムに使用して良い酸化触媒組成物の例は、
白金族成分（例えば、白金、パラジウム、又はロジウム成分）で、高比表面積の耐火性酸
化物担体（例えば、γ－アルミナ）上に分散されたものである。適切な白金族成分は、白
金である。
【００５２】
　酸化触媒の形成に使用するために適切な白金族ベース組成物は、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．５，
１００，６３２（’６３２ｐａｔｅｎｎｔ）にも記載されている。この記載により、この
文献は、ここに導入される。’６３２ｐａｔｅｎｎｔには、白金、パラジウム、ロジウム
、及びルテニウム及びアルカリ土類金属酸化物、例えば、マグネシウムオキシド、カルシ
ウムオキシド、ストロンチウムオキシド、又はバリウムオキシドの混合物を有し、白金族
金属とアルカリ土類金属の割合が約１：２５０～約１：１、及び特に約１：６０～約１：
６の原子割合の組成物が記載されている。
【００５３】
　酸化触媒に適切な触媒組成物は、触媒剤として卑金属を使用することによって形成して
も良い。例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．５，４９１，１２０（この文献は、この記載に
より、ここに導入される）は、酸化触媒組成物を開示しており、この酸化触媒は、ＢＥＴ
表面積が少なくとも１０ｍ2／ｇで、そして主として、チタニア、ジルコニア、セリア－
ジルコニア、シリカ、アルミナ－シリカ及びα－アルミナの１種以上であって良いバルク
第２金属酸化物から成る触媒材料を含んでいる。
【００５４】
　また、有用なものは、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．５，４６２，９０７（’９０７ｐａｔｅ
ｎｔ、この開示文献は、この記載により、ここに導入される）にも開示されている。’９
０７ｐａｔｅｎｔは、セリア及びアルミナを含む触媒材料を含む組成物を教示しており、
この場合、それぞれは、表面積が、少なくとも１０ｍ2／ｇで、例えば、セリア及び活性
化アルミナが約１．５：１～１：１．５の割合になっている。この代わりに、パラジウム
が、所望の如何なる量で、触媒材料中に含まれていても良い。追加的に、有用な組成物が
、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．７，０７８，０７４に開示されており、この記載により、この
文献の全てがここに導入される。
【００５５】
　ＰＧＭの入口領域での積載量は、約２０ｇ／ｆｔ3～２００ｇ／ｆｔ3の範囲、より特定
的には、約３０ｇ／ｆｔ3～１５０ｇ／ｆｔ3の範囲、及び特定の実施の形態では、約４０
ｇ／ｆｔ3～１００ｇ／ｆｔ3の範囲で変化可能である。これらの量は、これらの範囲内で
、５ｇ／ｆｔ3の量で追加的に変化することができる。特定の実施の形態では、ＰＧＭは
、Ｐｔ及び／又はＰｄから選ぶことができ、両方とも炭化水素の良好な酸化触媒である。
白金の現状の値段は、パラジウムの値段よりもかなり高く、従って、後者を使用するとコ
ストが低くなるが、このことは、ＰＧＭ需要に依存して、将来変化しても良いものである
。白金は、炭化水素の酸化反応について非常に活性を有し、そして汚染に対して抵抗性を
有している。パラジウムは、活性が低く、そして汚染の影響、例えば硫黄の影響を受けや
すい。しかしながら、希薄排気条件下、及び８００℃を超えて良い温度条件下では、白金
は熱的に焼結され、従って、酸化活性が低下する。パラジウムの添加及びパラジウムの白
金との相互作用により、白金の高温焼結が実質的に低減され、そして従って、その酸化活
性が維持される。露出の温度が低温に維持された場合、Ｐｔ－ｏｎｌｙ（Ｐｔのみ）が、
可能な最も高い酸化活性を得るための良好な選択であると考えられる。しかしながら、高
温（例えば、８００℃）が、特にフィルターの内部で見込まれる場合、Ｐｄを含めること
が望ましい。許容し得るＰｔ安定性と最も高い酸化活性を得るＰｔ：Ｐｄ割合は、約１０
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：１～４：１の範囲であるが、しかし２：１～１：１の範囲の低い割合も本発明の範囲で
ある。より高いＰｔ含有量（例えば、１：２）も本発明の範囲内である。ある実施の形態
では、白金を添加しないＰｄが使用されても良い。
【００５６】
　ＰＧＭは、適切な担体材料例えば、表面積が広く、熱的安定性が良好な耐火性酸化物、
例えば高表面積酸化アルミニウムに分散される。高表面積アルミナが、ＰＧＭ用の適切な
担体であり、そして表面積が１３８～１５８ｍ2／ｇで、孔体積が０．４４～０．５５ｃ
ｍ3／ｇ（Ｎ2）のＳＢａ－１５０（Ｓａｓｏｌ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ）が、適切
なアルミナ担体の例である。セカンドオキシド(second oxide)で安定化されたアルミナも
適切な担体である。アルミナのランタナ安定化により、ＰＧＭ用の適切な担体が得られる
。例えば、表面積が１９０～２５０ｍ2／ｇで、孔体積が０．５ｃｍ3／ｇ（Ｎ2）のＧＡ
－２００Ｌ（４質量％Ｌａ2Ｏ3）安定化アルミナ（Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ，Ｐｏｒｔ　Ａｌ
ｌｅｎ，ＬＡ）が、適切な安定化アルミナである。アルミナの混合物、例えば５０：５０
質量、ＳＢａ－１５０プラスＧＡ－２００Ｌも適切な担体である。ドープ、又はＳｉＯ2

、ＺｒＯ2、ＴｉＯ2、等の酸化物で処理され、安定化又は表面化学が改良された他のアル
ミナも使用することができる。ＺｒＯ2及びＴｉＯ2を含む（但し、これらに限定されるも
のではない）他の安定化担材料も使用することができる。上述したＰＧＭ担体酸化物に加
え、他の触媒的に機能する酸化物を触媒領域に組み込むことが有用であることがわかった
。これら例は、ＣｅＯ2、Ｐｒ6Ｏ１１、Ｖ2Ｏ5及びＭｎＯ2及びこれらの組合せ及び固溶
体酸化物混合物等を含む。これらの酸化物(oxide)は、炭化水素、特に重質油由来の炭化
水素、及び導入した燃料の不均衡化（すなわち、脱水素又は酸化脱水素）に由来する堆積
（沈澱）したコークス／煤の燃焼に寄与し、そして、このようにして、追加的な燃焼活性
を触媒領域に与え、更に、コークスに由来する炭化水素の堆積によるＰＧＭの不活性化を
防止する。
【００５７】
　フィルター基材上の領域内に酸化触媒を積載することは、代表例では限定される。これ
は、フィルター基材の孔を満たす触媒被覆物の物理的堆積の寄与を制御することと、フィ
ルター壁部を通っての流れ抵抗、従って背圧への悪影響を制御するためである。他方では
、担体酸化物上のＰＧＭの高い積載量について、ＰＧＭを良好に分散するために、充分な
表面積を与える必要がある。一例として、入口領域のＰＧＭの積載量が、約６０ｇ／ｆｔ
3、この領域のドライゲイン（ＤＧ）が０．５ｇ／ｉｎ3が許容できる。最適のＰＧＭ積載
量、アルミナの他の（より密度の高い）酸化物に対する質量比、及び他の要因を考慮して
ＤＧを調節することができる。
【００５８】
　この領域の長さ／体積の総合フィルター長さ／体積に対する割合は、約０．２０～０．
９の範囲で変動することができ、例えば、この値は０．２５、０．５又は０．７５である
ことができる。従って、例えば、直径「１１．２５」×長さ「１４．０」のフィルター基
材、領域（ゾーン）長さ／深さが約「３．０」のものが使用可能であり、又はフィルター
の合計長さ／体積の割合が０．２１のものが使用可能である。しかしながら、最も効果的
な領域長さ／体積割合を決定することは、特定の排気放出制御システム設計の、触媒化さ
れたフィルターを最適化することの一部である。
【００５９】
　導入された燃料の点火と燃焼のための入口触媒領域（長さ／体積割合は変化することが
できる）。フィルターの非領域化部分(non-zoned portion)は、ブランク（空白）である
ことが可能であり、触媒化されていなくても、触媒化さえていても良い。このことは、フ
ィルター基材の燃料長さ(fuel length)範囲に被覆物を施すことによって達成される。こ
のことは、酸化触媒領域被覆を施す前に行うことができるが、しかし、このことは、必ず
しも必要なわけではなく、そして領域被覆の後に主要本体被覆を施すことができる。主要
本体被覆は、代表例では（しかし必ずしも必要なわけではない）、ＰＧＭ積載量が少なく
、そしてスラリーワッシュコートを有している。ＰＧＭが少ないと、コストが低くなり、
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そしてＤＧが低いとフィルターの圧力損失が少なくなる。この被覆を、分離した出口領域
被覆として施すことが可能である。これは、入口燃料燃焼領域被覆を所望の長さ／深さで
、フィルター基材の一端部に施し、そして次に出口被覆を基材の反対側の端部に、所望の
長さ／深さで施すことによって行うことができる。この触媒被覆は、フィルター壁部の多
孔性構造内に施され、そして、フィルター壁部の別個の（不連続の）被覆としては存在し
ない。主要本体(main body)又は出口領域の被覆物の組成は、種々に変化可能である。代
表例では、触媒被覆は、アルミナ上のＰＧＭから形成される。ある例での触媒は、ＳＢａ
－１５０＋ＧＡ－２００Ｌアルミナ（５０：５０質量割合）に担持された１０ｇ／ｆｔ3

Ｐｔ－Ｐｄ（１０：１割合）から構成され、そしてＤＧ＝０．２５ｇ／ｉｎ3で、フィル
ター担体の全長さにわたって施される。主要本体被覆は、（入口蝋域被覆物では完全に燃
焼しない）導入された如何なる燃料の更なる燃焼にも寄与（貢献）する。これにより、全
ての炭化水素と、一酸化炭素等の発生し得る部分酸化生成物が、フィルターを出る前に、
完全に（そして確実に）酸化される。
【００６０】
　ＮＯX還元触媒
　２００７年に開始したＵＳヘビーデューティーディーゼルアプリケーションにとって、
エンジン設計と較正（キャリブレーション）は、ＮＯX基準に適合するのに充分なもので
ある。しかしながら、アメリカ合衆国では、（特に２０１０年に開始する、）より厳格な
ＮＯX排出基準は、エンジン設計と較正基準だけでは適合しないと考えられており、そし
てＮＯX還元後処理触媒が必要とされると考えられる。本発明の一つ以上の実施も形態に
従うＮＯX還元触媒は、選択的触媒還元（ＳＣＲ）触媒、希薄ＮＯX触媒、希薄ＮＯXトラ
ップ（ＬＮＴ）、又はこれらの組合せを含むことができる。これは、ライトデューティー
ディーゼルアプリケーションに施す（適用する）ことができる。
【００６１】
　エンジン出口ＮＯXは、主としてＮＯ2レベルの低いＮＯの状態であり、そして領域化粒
子フィルターの領域（ゾーン）と本体内に使用された、ＰＧＭ積載量と割合を調整して、
フィルター出口でのＮＯ2のＮＯに対する割合を制御することができる。ＮＯ＋１／２Ｏ2

→ＮＯ2で表される酸化反応を、ＰＧＭ機能で制御することができる。ＮＯ2／ＮＯ割合を
制御することにより、下流側ＳＣＲ又はＬＮＴの効果を高めることができる。
【００６２】
　ＳＣＲ反応について、ＮＯ2／ＮＯ割合に依存して、３種の反応条件が考えられる。
（１）標準：
　４ＮＨ3＋４ＮＯ＋Ｏ2→４Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ
（２）「速い」
　４ＮＨ3＋２ＮＯ＋２ＮＯ2→４Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ
（３）「遅い」
　４ＮＨ3＋３ＮＯ2→３．５Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ
【００６３】
　上記３種の条件から、ＮＯ2のＮＯに対する割合が１：１の場合、所望する「速い」又
はより効果的なＳＣＲ反応が発生すると考えられ、そして、ＮＯ2のエンジン出口に対す
る相対量を増すために、酸化機能が必要であると考えられる。本発明の実施の形態に従え
ば、領域化された粒子フィルター上のＰＧＭは、この機能に貢献することができ、そして
、このことを達成するために、ＰＧＭ積載量と割合の調整を使用できる。１：１の割合が
、下流側ＳＣＲの最良の状態を与えると信じられている。ＮＯ2のレベルがより高いと、
ＳＣＲ反応が遅くなる点で不利が生じる。ＬＮＴ運転（操作）について、エンジン出口Ｎ
ＯをできるだけＮＯ2に酸化することが必要である。この理由は、ＬＮＴは、主に硝酸塩(
nitrate)としてＮＯXを吸収するからである。領域化したＣＳＦのＰＧＭ積載量と割合の
調整により、このことが達成される。ＬＮＴ運転には、ＰＧＭ（ＰＧＭは、全てがＰｔの
状態でなければ、最大がＰｔの状態である）のより高い積載レベルが必要になると考えら
れる。このシステムに使用するための適切なＳＣＲ触媒の組成物は、６００℃未満の温度
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で、ＮＯX成分の還元に効果的な触媒作用を及ぼすことが可能であり、これにより（低い
排気温度について積載量が低い条件下であっても）適切なＮＯXレベルを処理することが
できる。好ましくは、触媒物品は、システムに加えられた還元剤の量に依存して、少なく
とも５０％のＮＯX成分をＮ2に変換することができる。この組成物のための更なる望まし
い特性は、この組成物は、Ｏ2と如何なる過剰のＮＨ3とのＮ2及びＨ2Ｏへの反応に触媒作
用を及ぼす機能を有し、これによりＮＨ3が大気に放出されないということである。本発
明のシステムに使用される有用なＳＣＲ触媒組成物は、硫黄成分（硫黄成分は、ディーゼ
ル排気ガス組成物中にしばしば存在する）に曝された場合に劣化に対する耐性を有してい
るべきである。
【００６４】
　適切な、触媒組成物は、例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．４，９６１，９１７（’９１
７ｐａｔｅｎｔ）及び５，５１６，４９７に記載されており、これらの文献は、この記載
により、その全てがここに導入される。’９１７ｐａｔｅｎｔに開示された組成物は、鉄
又は銅促進剤（助触媒）の一方又は両方をゼオライト中に含み、その量は、促進剤とゼオ
ライトとを合わせた合計質量の、０．１～３０質量％、好ましくは１～５質量％である。
更に、ＮＨ3を有するＮＯXのＮ2への還元に触媒作用を及ぼす機能に加え、この開示され
た組成物は、（特に、促進剤の濃度が高い組成物の場合、）Ｏ2を有する過剰のＮＨ3の酸
化を促進することもできる。他の適切なＳＣＲ触媒組成物は、バナジア－チタニアを含む
。
【００６５】
　このような組成物に使用されるゼオライトは、硫黄汚染に対して耐性（抵抗性）を有し
、ＳＣＲ工程のために、活性を高いレベルに維持する。これらのゼオライトの孔の大きさ
は、以下のものである。すなわち、上記孔のサイズは、短期間の硫黄汚染に起因する酸化
硫黄分子の存在下、及び／又は長期間にわたる硫黄汚染に起因するサルフェートの堆積下
に、ＮＯとＮＨ3が孔（孔系）内に適切に入り込み、そして生成分子Ｎ2とＨ2Ｏが孔（孔
系）から適切に排出される程度に充分に大きいものである。適切なサイズの孔系は、３つ
の全ての結晶学的寸法と相互に関連している。ゼオライト技術の当業者に公知であるよう
に、ゼオライトの結晶構造は、連結、交差、及びこれらに類似したものが繰り返される複
雑な多孔性構造を示す。
【００６６】
　直径又は断面形状が設定されている等の特定の特性を有する孔は、これらの孔が、孔の
ような他のものと交差することがなければ、１次元的と称される。孔が、孔のような他の
ものと、与えられた平面内でのみ交差する場合、このような特性を有する孔は、２（結晶
学）次元で交差するといわれる。孔が、同一の平面及び他の平面に位置する他の孔のよう
なもの（孔状物）と、交差する場合、このような孔状物は、３次元で交差するといわれ、
すなわち「３次元的」といわれる。ＳＣＲ工程とアンモニアの酸素による酸化の両方のた
めに、表面汚染に対して強い耐性を有し、及び良好な活性を有し、そして高温、熱水条件
及びサルフェート毒に曝された場合であっても良好な活性を維持するゼオライトは、孔径
が少なくとも約７オングストロームの孔を有し、そして３次元で交差するゼオライトであ
ることがわかった。本発明の実施の形態は、特定の理論と結びつくことはないが、３次元
における、孔径が少なくとも約７オングストロームの孔が、ゼオライト構造内におけるサ
ルフェート分子に良好な移動性（流動性：mobility）を与え、これにより、サルフェート
分子を触媒から除去し、反応物質ＮＯXとＮＨ3分子及び反応物質ＮＨ3とＯ2分子のための
有用な吸着体の箇所から大量に除去できるようになると信じられている。前述の基準に適
合する如何なるゼオライトも本発明に使用するのに適切であり；この基準に適合する特定
のゼオライトは、ＵＳＹ，Ｂｅｔａ及びＺＳＭ－２０である。他のゼオライトが上述した
基準を満たしても良い。
【００６７】
　ＮＯX還元触媒は、希薄ＮＯX触媒（リーンＮＯX触媒）を含んでも良い。希薄ＮＯX触媒
は、一般的には、低温ＮＯX触媒又は高温ＮＯX触媒の何れにも分類される。低温希薄ＮＯ
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X触媒は、白金ベース（Ｐｔ－ベース）であり、そして活性なゼオライトを有している必
要はないが、しかし、Ｐｔ／ゼオライト触媒は、（副生成物としての）Ｎ2Ｏの形成に対
して、（他の触媒、例えばＰｔ／アルミナ触媒よりも、）良好な選択性を有していると考
えられる。通常、低温希薄ＮＯX触媒は、触媒的に活性な範囲を約１８０℃～３５０℃の
範囲（約２５０℃で効果が最大になる）に有している。高温希薄ＮＯX触媒は、卑金属／
ゼオライト組成、例えばＣｕ／ＺＳＭ－５を有している。高温ＮＯX触媒は、約３００～
３５０℃の低温範囲を有しており、最も高い効率が４００℃付近で得られる。本発明の異
なる実施の形態では、低温又は高温希薄ＮＯX触媒のいずれもが、ＨＣ還元剤と一緒に使
用される。
【００６８】
　ＮＯX還元触媒は、希薄ＮＯXトラップを含んでいても良い。希薄ＮＯXトラップは、Ｕ
．Ｓ．Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏ．５，８７５，０５７及び６，４７１，９２４に開示されてお
り、これらの文献は、この記載により、その全てがここに導入される。通常、希薄ＮＯX

触媒トラップは、（選択した期間、例えば、ガス状流の温度が、触媒による希薄ＮＯX低
減に不適切な場合、ＮＯXをトラップメンバー上に吸着する）ＮＯX吸着剤と酸化触媒との
組合せを含む。他の期間、例えば、処理されるガス状流の温度が、触媒による希薄ＮＯX

低減に適切な場合、トラップ上の燃焼性成分が酸化され、トラップメンバーからＮＯXが
熱的に脱着される。希薄ＮＯXトラップは、通常、触媒金属成分、例えば、１種以上の白
金族金属及び／又は卑金属触媒金属成分、例えば、１種以上の銅、コバルト、バナジウム
、鉄、マンガン等の酸化物を含む。
【００６９】
　ＮＯX還元触媒組成物は、耐火金属性又はセラミック（例えば、コージライト）材料で
形成されたハニカム流通モノリス基材に被覆することができる。この代わりに、この技術
分野では公知の金属性又はセラミックフォーム基材に、酸化触媒を形成しても良い。
【００７０】
　これらの酸化触媒は、これらが被覆された基材（例えば、連続気泡セラミックフォーム
）により、及び／又はその固有の酸化触媒活性のために、所定のレベルで粒子状物質を除
去する。
【００７１】
　本発明の一つ以上の実施の形態では、還元剤付与システムが、ＮＯX還元触媒の上流側
及び粒子状物質の下流側に設けられ、排気システム内にＮＯX還元剤を導入する。Ｕ．Ｓ
．Ｐａｔ．Ｎｏ．４，９６３，３３２に開示されているように、触媒的変換器(catalytic
 converter)の上流側及び下流側のＮＯXを検知することができ、そして、上流側と下流側
の信号により、パルス状に付与した値(pulsed dosing value)を制御することができる。
この代わりの形態について、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．５，５２２，２１８に開示されたシ
ステムでは、排気温度とエンジン条件、例えば、エンジンｒｐｍ、トランスミッションギ
ア、及びエンジン速度の状態(map)から、還元剤導入器のパルス幅が制御される。Ｕ．Ｓ
．Ｐａｔ．Ｎｏ．６，４１５，６０２に記載された還元剤パルス計量導入システムについ
て参照しても良く、この文献はこれにより、ここに導入される。
【００７２】
　図４に示した実施の形態では、（乗り物に設けられる）水性ウレア容器２２は、ウレア
／水の溶液を貯蔵しており、フィルターと圧力調整器を含むポンプ２１によってくみ上げ
られて、ウレアインジェクター１６に導入される。ウレアインジェクター１６は、ライン
１９の圧力調整された空気を受け入れる混合チャンバーである。アトマイズ化（霧化）し
たウレア／水／空気溶液が得られ、この溶液は、ノズル２３を介して排気パイプ２４（排
気パイプ２４は、粒子フィルター１１の下流側及びＮＯX還元触媒１２の上流側に位置す
る）にパルス状に投入される。ここで、ＮＯX還元触媒１２は、任意のものであって良い
ＮＨ3破壊触媒１３の上流側に位置している。
【００７３】
　本発明は、図４に示した水性ウレア計量導入装置に限られるものではない。ガス状窒素
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ベースの試薬も使用され得るものと考えられる。例えば、ウレア又はシアヌル酸小球イン
ジェクターは、ウレアの固体ペレットを排気ガスで加熱されたチャンバーに計量導入し、
固体還元剤をガス化（昇華温度範囲は、約３００～４００℃）することができる。シアヌ
ル酸はイソシアン酸（ＨＮＣＯ）にガス化し、そしてウレアはアンモニアとＨＮＣＯにガ
ス化する。何れの還元剤を使用しても、加水分解触媒をチャンバー内に設けることができ
、そして、チャンバーに計量導入された排気ガスの後流(slip stream)が、ＨＮＣＯを加
水分解（温度が、約１５０～３５０℃）してアンモニアを生成する（排気ガスは、充分な
水蒸気を含んでいる）。
【００７４】
　ウレアとシアヌル酸に加え、本発明の制御システムに使用するのに特に適切な、他の窒
素ベースの還元試薬又は還元剤は、アンメライド(ammelide)、アンメリン、アンモニウム
シアネート、ビウレット、シアヌル酸、アンモニウムカルバメート、メラミン、トリシア
ノウレア、及びこれらの任意の混合物を含む。しかしながら、本発明は、より広い意味で
、窒素ベースの還元剤に限られるものではない。本発明は、炭化水素、例えば、アルコー
ル、エーテル、有機－ニトロ化合物及びこれらに類似するもの（例えば、メタノール、エ
タノール、ジエチルエーテル等）を含む留出燃料、及びグアニジン、メチルアミンカーボ
ネート、ヘキサメチルアミン等を含む種々のアミンとその塩（特にそのカーボネート）を
含む如何なる還元剤をも含むことができる。
【００７５】
　ＮＨ3破壊触媒組成物
　一つ以上の実施の形態では、ＮＨ3破壊触媒は、耐火無機酸化物担体に分散された白金
族成分で構成されている。ＮＨ3破壊触媒が、モノリス担体に堆積された場合、白金族金
属成分は、代表例では、０．１～４０ｇ／ｆｔ3及び好ましくは、０．５～１０ｇ／ｆｔ3

で存在する。これらの濃度で、白金族金属成分は、アンモニアを酸化してＮ2を形成する
のに効果的であるが、アンモニアのＮＯXへの酸化を発生させる傾向は少ない。上述のよ
うに、組成物中の白金の濃度がより高いと、過剰のアンモニアをＮＯXに変換する傾向が
あるが、Ｎ2に変換する傾向は少ない。更に白金族成分のより低いレベルが、大気に排出
される粒子状物質の塊状化に寄与するサルフェートの形成を最小限にするために望まれる
。
【００７６】
　適切な白金族金属成分は、白金、パラジウム、ロジウム及びイリジウム成分を含む。白
金が特に適切である。ＮＨ3破壊触媒として白金が使用される本発明の実施の形態では、
白金成分は、サルフェート化して、白金成分の触媒活性を更に適度にし（和らげ）、そし
てＮＯX形成を制御する。サルフェート化（sulfation）は、組成物を硫酸で処理すること
によって行なうことができ、又この代わりに、最終的に被覆された組成物を排気流（該排
気流は、硫黄成分を高いレベル（例えば、＞３５０ｐｐｍ）で含む燃料を使用する内燃エ
ンジンから由来する）に配置することによって行うことができる。
【００７７】
　一例としてのＮＨ3破壊触媒材料は、バルクセリア(bulk ceria)及び活性化アルミナの
一方又は双方に分散された白金で構成されている。このような組成（構成）は、Ｕ．Ｓ．
Ｐａｔ．Ｎｏ．５，４６２，９０７に記載されているものに類似するものである。この文
献は、この記載により、ここに導入される。触媒材料は、セリアとアルミナ粒子の水性ス
ラリーの状態で製造することができ、粒子は、水分散性又は水溶性白金前駆体で含浸され
る。次にスラリーを、担体に施し、乾燥及びか焼して、その上に触媒材料被覆物(ワッシ
ュコート)を形成することができる。代表例では、セリアとアルミナ粒子を水と酸化剤(ac
idifier)、例えば、酢酸、硝酸、又は硫酸と混合し、そしてボールミル処理して所望の粒
子サイズに形成される。この代わりに、担体の上に被覆する前に、スラリーを乾燥し、そ
して「か焼」することもできる。
【００７８】
　白金触媒金属成分は、セリア粒子に導入するか、又はセリアとアルミナ粒子に導入する
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ことが好ましい。セリア－アルミナは、触媒として作用するだけではなく、白金触媒金属
成分の担体としても作用する。白金前駆体とのこのような結合は、セリア－アルミナ触媒
材料を、ワッシュコートとして適切な担体に被覆した後に行うこともでき、この結合は、
被覆した担体を、適切な白金前駆動体の溶液に含浸させ、次に乾燥とか焼をすることによ
って行うことができる。しかしながら、担体にセリア－アルミナ触媒材料の被覆物を担体
に施す前に、セリア粒子又はセリアとアルミナの両粒子を、適切な白金前駆動体に含浸す
ることが好ましい。何れの場合であっても、白金金属は、例えば溶解性白金化合物の溶液
としてセリア－アルミナ触媒材料に加えられ、この溶液は、セリア及びアルミナ粒子（又
は担体上のセリア－アルミナ被覆）に含浸し、そして次に乾燥を行って良く、白金がその
上に固定される。固定は、か焼によって行うことができ、又、硫化水素で処理することに
よって行うことができ、又は（金属を溶液の状態にする）他の公知の方法で行うことがで
きる。
【００７９】
　通常、セリアと活性化アルミナ粒子のスラリーは、白金溶液と一緒に、担体基材の上に
堆積（沈澱）され、そして乾燥され、及びか焼されて触媒材料が担体に付着（接着）し、
そして、白金成分が元素金属又はその酸化物に戻る。上述した工程で使用するのに適切な
白金前駆体は、この技術分野では公知の、カリウム白金クロリド、アンモニウム白金チオ
シアネート、アミン－可溶化白金ホドロキシド及びクロロ白金酸を含む。か焼の間、又は
少なくとも触媒の使用の初期フェース（initial phase）の間、このような化合物は、存
在する場合には、活性元素白金金属又はその酸化物（オキシド）に変換される。
【００８０】
　触媒材料が、薄い被覆物として（上述したような）適切な担体に施される場合、成分の
割合は、通常、触媒の総単位体積当たりの材料の質量として表される。この理由は、この
手段は、異なるセル密度、壁厚さ、ガス流通路等の存在に適合するからである。比較的豊
富な成分、例えばセリア－アルミナ触媒材料の量を現すのには、立方インチ当たりのグラ
ム（ｇ／ｉｎ3）が使用され、そして僅かにしか使用されない成分、例えば白金金属の量
を表すのには、立方フィート当たりのグラム（ｇ／ｆｔ3）が使用される。代表的なディ
ーゼル排気用途のために、セリア－アルミナ触媒材料は、通常、約０．２５～約４．０ｇ
／ｉｎ3、好ましくは約０．２５～約３．０ｇ／ｉｎ3の被覆担体基材、及び約０．１～１
０ｇ／ｆｔ3の白金を含んでも良い。
【００８１】
　通常、他の成分、例えば、アルミナ用の通常の熱安定剤、例えば、希土類金属オキシド
、例えばセリアも触媒組成物に加えて良い。触媒的な効果が低い、低表面積への相変換を
防止する、高表面積セリアとアルミナの熱安定剤は、この技術分野では公知である。この
ような熱安定剤は、バルクセリア又はバルク活性化アルミナに導入しても良い。この熱安
定剤の導入は、セリア（又はアルミナ）粒子を、例えば安定剤金属の可溶性化合物の溶液
（例えば、バルクセリアを安定化させる場合には、硝酸アルミニウム溶液）で含浸するこ
とによって行っても良い。このような含浸の後、次に乾燥とか焼を行い、含浸された硝酸
アルミニウムがアルミナに変換される。
【００８２】
　更に、触媒成分は、他の成分、例えば他の卑金属促進剤またはこれに類似するものを含
んでも良い。しかしながら、一実施の形態では、本発明の触媒組成物は、原則的に、高表
面積セリア及び高表面積アルミナだけで構成されて良く、この場合、これらは１．５：１
～１：１．５で存在し、熱安定剤成分を使用しても使用しなくても良く、そして白金が０
．１～１０ｇ／ｆｔ3であることが好ましい。
【００８３】
　実施例
　以下に実施例を使用して本発明を説明するが、実施例は、本発明を限定するものではな
い。
【００８４】
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　実施例１　領域被覆（領域的に被覆すること）された触媒化粒子フィルターサンプルの
製造
　本発明に合致する領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ）を以下のように製造した。
【００８５】
　コージライト壁流フィルター基材（Ｃｏｒｎｉｎｇ　ＣＯ）で、断面が円形で、直径が
１０．５”、長さＸが１２．０”であり、そしてセルスペーシングが２００ｃｐｓｉで、
フィルター壁厚さが０．０１２”のものを使用した。
【００８６】
　この基材の被覆は、以下のもので構成されている。
【００８７】
　ａ．基材全体に施された、乾燥後はＤＧ＝０．２５ｇ／ｉｎ3である、僅かに水溶性(fu
gitive water soluble)の、任意のものである第１の被覆物、Ｒｈｏｐｌｅｘ　Ｐ－３７
６（Ｒｏｈｍ＆Ｈａａｓ）。このポリマー被覆の目的は、コージライトフィルター孔中の
孔の最小部を満たし、そしてフィルター基材の壁部における、次の触媒被覆の分散を良好
にすることにある。
【００８８】
　ｂ．壁流フィルター基材の全長にわたって施された第１の触媒被覆物。この被覆物は、
ランタン安定化アルミナ、ＧＡ－２００Ｌ（Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ）、（４％Ｌａ2Ｏ3を含
む）及びアルミナ、ＳＢａ－１５０（Ｓａｓｏｌ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ）の５０
：５０混合物に含浸された白金及びパラジウムから構成されている。白金が、最初にモノ
エタノールアミン安定化Ｐｔ（ＩＶ）ヒドロキシドの水溶液として、アルミナの混合物に
含浸され、そして次にパラジウムが、硝酸Ｐｄ（ＩＩ）の水溶液として含浸される。得ら
れた（ＰｔのＰｄに対する割合が、１０：１である）ＰＧＭ含浸アルミナ混合物を水中で
粉砕し、粒子径分布を９０％が７ミクロン未満とし、次に得られたスラリーをｐＨ＝４に
調整し、そして被覆用固体（にした）。第１の触媒被覆を一通過(one pass)で、壁流フィ
ルター基材の全長に施し、ＤＧ＝０．２６ｇ／ｉｎ3とし、及びＰｔ＋Ｐｄ合計が、積載
が１０ｇ／ｆｔ3で、ＰｔのＰｄに対する割合が１０：１であった。
【００８９】
　ｃ．次に第２の領域触媒被覆(zone catalytic coat)を、壁流フィルター基材の入口端
に、３”の長さ（深さ）に施した。この被覆は、ランタン安定化アルミナ、ＧＡ－２００
Ｌ（Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ）、（４％Ｌａ2Ｏ3を含む）及びアルミナ、ＳＢａ－１５０（Ｓ
ａｓｏｌ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ）の５０：５０混合物に含浸された白金及びパラ
ジウムから構成されていた。白金が、最初にモノエタノールアミン安定化Ｐｔ（ＩＶ）ヒ
ドロキシドの水溶液として、アルミナの混合物に含浸され、そして次にパラジウムが、硝
酸Ｐｄ（ＩＩ）の水溶液として含浸された。得られた（ＰｔのＰｄに対する割合が、１０
：１である）ＰＧＭ含浸アルミナ混合物を水中で粉砕し、粒子径分布を９０％が７ミクロ
ン未満とし、次に得られたスラリーをｐＨ＝４に調整し、そして被覆用固体（にした）。
この第２の領域触媒被覆物を一通過(one pass)で、壁流フィルター基材の入口３”に施し
、領域内でＤＧ＝０．５３ｇ／ｉｎ3とし、及びＰｔ＋Ｐｄ合計が積載が６０ｇ／ｆｔ3で
、ＰｔのＰｄに対する割合が１０：１であった。
【００９０】
　これにより、全体の合計Ｐｔ＋Ｐｄ積載レベルが２５．０ｇ／ｆｔ3で、全体のＰｔに
対するＰｄの割合が、１０：１である領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ）が得られた。
【００９１】
　実施例２－燃料点火超過領域化ＣＳＦ（Fuel Light-Off Over Zoned CSF）
　領域化ＣＳＦの積極的再生機能を実証するために、エンジンテストセル内で燃料点火テ
ストを行った。このテストは、エンジンテストセルにターボチャージした７．６リットル
、２２５ＨＰディーゼルエンジンを導入し、そして動力計に連結して行った。
【００９２】
　点火テストのために、領域化触媒(zoned catalyst)煤フィルターをエンジンの排気ライ
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ンについて、エンジンのターボチャージャーの１０ｆｔ下流に設けた。排気ラインは、燃
料インジェクターを備え、これを通して補足燃料を排気流中に導入可能であった。この燃
料インジェクターは、ガソリンエンジンに使用される標準タイプで、そしてこれは、エン
ジンのターボチャージャー下流側直下に設けられた。ディーゼル燃料インジェクター及び
領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ）の間に、インラインミキサーが設けられた。このイ
ンラインミキサーは、アトマイズ化した状態の導入燃料と排気流との混合を補助するため
のものである。エンジン運転と排気中に導入した補足燃料のために、超低硫黄ディーゼル
燃料（＜１５ｐｐｍ　Ｓ）を使用して、全てのテストを行った。
【００９３】
　テストのために、エンジンは、１５７０ｒｐｍの速度で、及び７４５Ｎｍのトルクで運
転され、これにより、領域化触媒煤フィルター（ＣＳＦ）の入口での排気温度が、（ＣＳ
Ｆの表面の上流側直下（ちょうど上流側）に設けられた熱電対によって測定して、）３０
０℃で、合計排気流が７４０ｓｔｄ．ｍ3／ｈｒであった。ＣＳＦ出口表面の下流側直下
（ちょうど下流側）にも熱電対を設け、その箇所での排気温度を測定した。
【００９４】
　比較的清浄な、煤のない領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ）から出発して、システム
を温度について平衡化(equilibrate)及び安定化させた。これに続いて（実施時間約１２
２分）、上述した燃料インジェクターを使用して、ディーゼル燃料を種々のレベルで、排
気中に導入し、そして、ＣＳＦの入口と出口で、排気温度を監視した。結果を図５に示す
。最初は、ＣＳＦ入口及びＣＳＦ出口温度は同一（３００℃）であったが、しかし、上流
側排気流に導入する燃料の量が増加するに従い、ＣＳＦ出口温度が上昇した。
【００９５】
　ディーゼル燃料が１．２ｇ／ｓｅｃで排気中に導入された１区分（約１３０～１３５分
の実施時間）では、ＣＳＦ出口排気ガス温度は、５４５℃で、この温度は、入口排気ガス
温度よりも２４５℃上昇したものであった。この排気温度は、積極的再生条件下で、フィ
ルター内で煤燃焼を発生させるのに十分な範囲であった。この区分の間での排気ガス合計
炭化水素含有量の測定値は、ＣＳＦ入口箇所で約１３，０００ｐｐｍＣ１であったが、Ｃ
ＳＦ出口箇所ではわずか約２．７ｐｐｍＣ１であり、ＣＳＦ内で、導入された補足ディー
ゼル燃料が、実質的に完全に燃焼していることがわかる。
【００９６】
　図６は、点火テストについて、入口と出口の排気温度データの関係を、ディーゼル燃料
の（領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ）の上流の排気中への）導入速度の関数として示
している。この図は、燃料の導入量が増加するに従い、ＣＳＦ出口排気温度が規則的に上
昇し、そして、１．５ｇ／ｓｅｃの導入速度で、６００℃の温度が達成可能であったこと
を示している。ある導入速度レベルでは、排気温度データは、バー（棒状）又は範囲とし
て示されているが、これは、ある導入速度から次のより高い導入速度に変化する際の、温
度－時間加熱応答を反映している。
【００９７】
　上記のように測定した実施例２でのテスト（あるエンジン速度と負荷条件下での、導入
された燃料の点火の、排気ガス温度への影響）。６００℃の高いＣＳＦ出口排気温度が達
成された。この温度は、積極的再生のために、ＣＳＦ内で煤の（適度に）迅速な燃焼を達
成するのに良好な範囲である。
【００９８】
　実施例３のテストは、調査を広げ、領域化触媒化フィルター内の温度の測定を含めた。
これらの測定は、ＣＳＦ内での軸方向及び径方向の温度分布の両方の特性化を可能とし、
導入された燃料の点火がどのように展開するかということと、その均一性を明確にした。
更に、積極的再生の間、ＣＳＦ内の温度は、煤燃焼が発生した同一の領域内での局所温度
の代表であった。
【００９９】
　更に、実施例３のテストは、異なる排気流を生成する異なるエンジン速度で行われ、更
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にこれらの速度では、異なるトルクが使用され、実施例２の実施内容の温度よりも低い入
口排気温度を形成した。
【０１００】
　これらのテストのために、領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ）に、内部熱電対が設け
られ、内部フィルター温度を測定したことを除いては、実施例２で使用したものと同一の
エンジンとテストセットアップ（テスト構成）を使用した。図７に示した配置で、１０個
の熱電対をフィルターに導入した。この形態は、フィルターの中心線下に５個の熱電対を
有し、フィルター本体の中央の温度を測定した。これらの熱電気対は、入口面から１” 
（ＴＣ１）に、入口面から３”及び入口領域の後部（ＴＣ２）に、入口面から６”及びフ
ィルター軸方向中心点（ＴＣ３）に、入口面から９”（ＴＣ４）に、及び入口面から１１
”（ＴＣ５）に、配置された。更に、５個の熱電対が、領域化触媒化煤フィルターの外部
端から径方向１”に位置する線（ライン）に導入され。これらは、フィルターの入口面か
ら１”（ＴＣ１１）、３”（ＴＣ１２）、６”（ＴＣ１３）、９”（ＴＣ１４）及び１１
”（ＴＣ１５）の箇所に対応する位置に配置された。
【０１０１】
　ＣＳＦの入口及び出口面の近傍の排気ガス温度を測定するために実施例２で使用した熱
電対を、このテストで排気ガス温度測定のために配置した。
【０１０２】
　テストは、３種の特徴的エンジン速度、Ａ速度＝１５８０ｒｐｍ、Ｂ速度＝１９４０ｒ
ｐｍ、Ｃ速度＝２６８０ｒｐｍで、導入した燃料を使用しての点火テストを実施すること
によって構成された。導入した燃料の速度は、各速度条件に一定に維持され、そしてエン
ジントルクを変化させ、異なる入口排気ガス温度を３５０℃～２５０℃の範囲で発生させ
た。安定化した温度を、入口及び出口排気ガス及びＣＳＦに設けられた内部熱電対につい
て記録した。
【０１０３】
　Ａ速度テストの結果を以下の表Ｉに示す。
【０１０４】
【表１】
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【０１０５】
　ディーゼル燃料導入速度が１．６６ｇ／ｓｅｃ及び入口排気温度が、３０５℃～２５６
℃の範囲、及び排気流が、７３９～６８２ｓｔｄ．ｍ3／ｈｒで、ＣＳＦ出口排気温度に
ついて、６５８℃～６０７℃の範囲（この温度は、フィルター内の適度に迅速な煤燃焼に
とって、良好な範囲である）が達成可能であった。
【０１０６】
　更に、（フィルターから煤を、適当な迅速さで燃焼させるのに十分な温度である）高内
部温度＞５００℃を、フィルター内でフィルターの長さにわたって達成することができる
。
【０１０７】
　フィルターの中心線下及びフィルターの外部端から１”の内部温度は、点火テストの間
、フィルター内で、温度の良好な均一性を示した。フィルターの入口表面から１”で測定
した内部温度は、入口表面から更に内側で測定した温度よりも低い値であった。しかし、
導入された燃料の点火は、この領域から開始されたということで、このことが理解される
。更に、ＣＳＦの入口表面から１”の内部温度は、入口排気ガス温度よりも１６３℃～１
９３℃高いものであった。
【０１０８】
　Ａ速度テスト箇所１のための排気ガス及び内部基材温度（入口ガス温度３０５℃）を図
８に、グラフ的に示す。ＣＳＦの長さにおいて、実質的に、温度＞５００℃で、直線的に
内部基材温度が上昇し、ＣＳＦの大半の長さ部分で、積極的再生のために、フィルター内
での適当に迅速な煤の燃焼を容易にしていることがわかる。更に、フィルターの中心線（
の内部温度）とフィルターの外部端から１”のＣＳＦ内部温度は、ほとんど同一であり、
点火と活性燃料燃焼が均一なことがわかる。
【０１０９】
　Ｂ速度テストの結果を以下の表ＩＩに示す。
【０１１０】
【表２】

【０１１１】
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　これらの結果は近似しているが、しかし、より多い排気体積流の条件のため、及び従っ
てＡ速度テストのためよりも短い接触時間のためのものである。５００℃～約７００℃の
範囲のＣＳＦ出口排気ガス温度及び内部フィルター温度が達成されるべきであり、この温
度範囲は、これら積極的な再生条件下で、フィルターから煤を、適当な迅速さで燃焼させ
る。
【０１１２】
　Ｃ速度テストの結果を以下の表ＩＩＩに示す。
【０１１３】
【表３】

【０１１４】
　これらのテストの結果は類似しており、そして導入した燃料の良好な点火を示した。こ
の良好な点火は、十分に高いＣＳＦ出口ガス温度と内部フィルター温度とを与え、積極的
な再生下に、適当に迅速な煤の燃焼を与えるものである。
【０１１５】
　実施例４　ディーゼル粒子（煤）蓄積の、（下流側ＳＣＲのための）領域化ＣＳＦ出口
ＮＯ2／ＮＯX割合への影響
　ＮＯX還元触媒機能（例えばＳＣＲ）の上流側に設けられた、排気中の領域化触媒化煤
フィルター（ＣＳＦ）は、煤を除去し、そして排気からの炭化水素を変換する機能を有す
る。ここで、上記炭化水素は、ＮＯX還元反応のためのＳＣＲ触媒上の触媒個所に干渉す
るものである。更に、ＣＳＦは、エンジン出口のＮＯをＮＯ2に酸化可能であり、このこ
とは、上述したいわゆる「迅速な」ＳＣＲ反応を促進するのに有利である。この反応では
、最良の結果を得るために、ＮＯのＮＯ2に対する割合が、１：１であるか、又はＮＯ2の
合計ＮＯXに対する割合が０．５０であることを必要とする。従って、その出口ＮＯ2／Ｎ
ＯX割合について、領域化ＣＳＦの性能を評価することが重要であった。更に、ＣＳＦ内
で生成したＮＯ2は、ＣＳＦ内で煤と反応することができ、そしてＣＳＦ出口ＮＯ2／ＮＯ

X割合を、フィルター内の煤の蓄積と共に測定することが重要であった。
【０１１６】
　このことは、上記実施例１－３からのものと同じ領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ）
を使用して行われた。領域化ＣＳＦは、上述のように積極的に再生され、そして次に空気
中６００℃で、ファーネス（炉）内で残留する煤を燃焼除去し、「清浄：クリーン」なフ
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ィルターを得、そして「清浄」な風袋フィルター質量を得る。「清浄」なＣＳＦが、６．
６リットル３３０ＨＰエンジンの排気流中に設けられ、そしてＣＳＦの下流側に、サンプ
リング箇所を有するＦＴＩＲが設けられ、排気流中のＮＯX及びＮＯ2レベルを測定する。
エンジンは、３２００ｒｐｍの速度及び１２５Ｎｍのトルクで３時間作動し、そして排気
中ＣＳＦ温度が約２６０℃で、そしてエンジン出口粒子放出レベルは、領域化ＣＳＦ内で
６．１ｇ／リットルの粒子（煤）の蓄積が発生すものであった。図９に示すように、ＦＴ
ＩＲで測定したＣＳＦ出口の合計ＮＯX及びＮＯ2レベルは、実行の開始時（「清浄」なＣ
ＳＦ）から実行の終了時（煤を積載したＣＳＦ）までほとんど変化がなかった。更に、実
行中のＮＯ2／ＮＯX割合は、開始時に０．５２及び終了時に０．４４で、この値は、下流
側の「迅速な」ＳＣＲ反応にとって、望ましい割合の範囲であり、そしてフィルター内の
煤の蓄積が、ＣＳＦ出口ＮＯ2／ＮＯX割合にほとんど影響を与えないことを示している。
フィルター壁内に堆積した領域化ＣＳＦ内、及び従って、フィルター内に蓄積した煤ケー
キの下流側に触媒被覆を設けたことの結果であると考えられる。
【０１１７】
　実施例５　フィルター内に煤を積載した領域化触媒化煤フィルターの積極的再生
　実施例１－４でテストするために使用した、同一の領域化触媒化煤フィルター（ＣＳＦ
）に、３２００ｒｐｍの速度及び１２５Ｎｍのトルクでの、６．６リットル３３０ＨＰエ
ンジン上で、煤を積載した。煤を積載したフィルター（２．８ｇ／リットル煤）を、実施
例２－３で使用した７．６リットル２２５ＨＰエンジンの排気ラインに配置した。該排気
ラインを、積極的再生のために使用した、同一の補足ディーゼル燃料インジェクターを備
えていた。エンジンは、１５６６ｒｐｍの速度及び６８０Ｎｍのトルクに調整されており
、３０３℃のＣＳＦ入口排気ガス温度、７０５ｓｔｄ．ｍ3／ｈｒの排気流を形成した。
これらの条件下で、フィルターの圧力損失（デルタＰ）が安定化すると、８．５７ＫＰａ
として測定された。排気中への補足ディーゼル燃料の導入（１．６２ｇ／ｓｅｃ）が確立
され、積極的再生を開始した。該積極的再生は、約２５分間続いた。この積極低再生の結
果を図１０に示した。ＣＳＦ出口排気ガス温度が、補足燃料導入によって、（煤の積極的
燃焼にとって適切である）６５６℃のレベルにまで上昇したことがわかる。デルタＰのレ
ベルも排気温度の上昇と共に上昇したが、しかし実行時間の約２分後、約１１．５ＫＰａ
のピークに達し、この後、デルタＰは減少し、そして実行(run)の終了時には、出口排気
温度が６５６℃で、約９．３ＫＰａであり、ピークデルタＰから２．２ＫＰａ減少してい
た。次に、補足燃料導入を終了させ、そしてＣＳＦ出口排気ガス温度は、排気ガス温度（
３０３℃）中のＣＳＦと同じレベルに戻った。この時点でのフィルターのデルタＰのレベ
ルは、５．８７ＫＰａとして測定され、積極的活性の前のレベルに対して２．７０ＫＰａ
減少していた。積極的再生の後にフィルターを計量すると、フィルター内の煤のレベルは
、６０％低減していた。このことは、最適化された工程又はテストであるとは考えられな
いが、しかし、これは、（フィルターデルタＰと煤の積載について）領域化触媒化フィル
ター（ＣＳＦ）を使用した積極的再生を明確に実証している。
【０１１８】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、基本的な範囲内で、他の及び更なる実施の形
態も考えられ得る。そして本発明の範囲は、請求項によって決定されるものである。
【０１１９】
　（関連する出願の相互参照）
　なお、本願は、Ｕ．Ｓ．暫定特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．６０／８６８，２８９（出願日、
２００６年１２月０１日）の優先権（利益）、及びＵ．Ｓ．特許出願Ｓｅｒ．Ｎｏ．１１
／９４７，３２４（出願日、２００７年１１月２９日）の優先権を主張する。この記載に
より、上記文献は、全てここに導入される。
【符号の説明】
【０１２０】
１１　粒子フィルター
１２　ＮＯX還元触媒
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１３　スリップ酸化触媒
１４　バルブ
１５　エンジン
１６　混合ステーション
１８　ライン（矢印）
１９　ライン（矢印）
２１　ポンプ
２２　水性ウレア容器
２３　ノズル
２４　排気パイプ
３０　壁流フィルター基材
５３　内壁
５４　入口端
５６　出口端
５８　入口プラグ（入口栓）
６０　出口プラグ（出口栓）
６２　ガス流６２
６４　流路入口
６６　出口サイド

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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